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電話、LAN 増設業務（令和７年度） 

仕様書 

 

 

１．総 則 

（１）業務概要 

本業務は、機構執務室の人員増員に伴う電話、LAN の増設作業を行うものである。 

（２）受注者の心得 

受注者は、本件業務の目的を十分理解したうえで、必要となる能力を十分に有する技   

術者及び作業員をもって対応させ、この本仕様書に従い誠実かつ適正に本件業務を遂

行すること。また、機構と堅密に連絡をとり、確認をしながら本件業務を実施すること。 

（３）履行場所 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 執務室内 

   （横浜市西区高島１－１－２ 横浜三井ビルディング５階） 

（４）履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年７月１３日までとする。 

（５）作業予定日 

執務室内の電話、LAN の増設作業については、機構担当者と作業日程を調整の上、実   

施すること。 

（６）実施上の留意事項 

必要な打合せを実施して、機構担当者と事前に確認した作業内容に従い、緊密に連絡   

をとりながら作業を実施すること。 

（７）疑義等の措置 

本仕様書に定めのない事項または疑義等が生じたときは、機構と協議すること。 

（８）貸与品 

本件業務の実施にあたり、受注者の申出に基づき、機構所有の資料等を貸与すること 

ができる。貸与された資料については、後述する守秘義務を遵守すること。 

（９）配線業務完了後の障害対応について 

電話、LAN 増設に伴って障害等が発生した場合は、速やかに対応できる体制を構築す   

ること。 

 

２．電話回線増設業務 

（１）工事概要 

別添資料を参照の上、執務室内の電話線の増設作業（内線５回線（内１回線は外線の  

設定を含む））を実施する。増設作業により新規に設置する電話機５台（沖電気製：Ｍ



 

2 
 

ＫＴ／ＡＲＣ－１８ＤＫＨＦ－Ｗもしくは同等品以上）については現地余剰品を使用

するものとする。なお、電話線は全て床下敷設とする。 

① 回線増設に伴い、必要に応じて電話交換機（沖電気製：ＣｒｏｓＣｏｒｅ・Ｌ）本

体の設定を行うこと 

② 別添の図面を参照の上、電話交換機から電話機までの電話線の増設作業をすること 

③ 既設回線である災害時優先電話の運用に影響を与えずに配線すること 

④ 本仕様に記載がない場合でも、技術上または配線を施工する上で必要とある事項は、

機構担当者の指示・承認を得て実施すること 

（２）動作及びケーブル試験 

動作・ケーブル試験として、以下の作業を実施する。詳細については、機構と協議す 

ること。 

① 回線増設により再設定した電話交換機の動作確認 

② 増設した電話線の導通試験 

③ 増設した電話機での発着信テスト 

（３）その他 

電話交換機の詳細設定は機構と協議すること。 

 

３．LAN 増設業務 

（１）工事概要 

別添資料を参照の上、執務室内の LAN 線の増設作業を実施する。増設作業により新規  

に配線するケーブルは受注者用意の Cat６ケーブル（黄色）を使用するものとする。な   

お、LAN 線は全て床下敷設とする。 

① 別添の図面を参照の上、執務室内既設 LAN ケーブルを増席箇所までの LAN 線の延長

作業をすること 

② 上記で延長したケーブルに対し受注者用意の 8 ポート HUB を設置し、そこから増設

する３席分 LAN ケーブルを分岐させること 

③ 本仕様に記載がない場合でも、技術上または配線を施工する上で必要とある事項

は機構担当者の指示・承認を得て実施すること 

（２）動作及びケーブル試験 

動作・ケーブル試験として、以下の作業を実施する。詳細については、機構と協議す 

ること。 

・LAN 増設により配線したケーブルの疎通確認 

 

４．完成図書の作成及び提出 

完成図書はファイリングを行い、インデックスによる見出しを付けて１部提出するこ 
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と。あわせて電子媒体（ＣＤ-Ｒ）も提出する。なお、電子媒体に記録する資料は原則Ｐ

ＤＦ形式とするが、一部の資料については、更新が行えるよう Excel 形式にて提出するこ

と。 

① 保守等連絡窓口一覧（保証期間終了後の一般的な保守等連絡窓口） 

② 電話線、LAN 配線図（物理的線図、配線系統図）※増設部分のみで構わない。 

 

５．保証等 

設置した配線設備等の保証期間は、引渡し日より１年とし、期間内に生じた事故につい  

て受注者の不備によるものについては、無償で修理することとする。受注者は、次の事項   

について責任を持って行う。 

ただし、電話機は現地余剰品を使用するため保証対象外とする。 

（１）不良品の交換等 

受注者は、不良品があった場合、すみやかに代替物の納入を行うこと 

（２）相談等 

業務終了後、運用上問題となる欠陥がある場合、すみやかに機構に連絡するとともに、   

改善作業に伴う情報の提供と支援を行わなければならない 

 

５．業務遂行上の注意事項 

（１） 既設回線運用に影響を与えずに業務を実施すること 

（２） 受注者は、本件業務に必要な作業時の安全を確保するため、作業管理員を配置する 

等、必要な措置を講ずること。 

（３） 受注者は、各作業員が本件業務に必要な作業の従事者であることを職員等他者 

から明確に認識できるように制服又は名札等を着用すること。 

（４） 受注者は、当該業務の履行に際し、他のビル利用者の迷惑となる行為を行なわ 

ないこと。また、履行に際しては別添「横浜三井ビルディング 館内作業に関す

るご案内」記載の内容を遵守すること。 

（５） 本件業務履行期間及び履行期間終了後において、本件業務の実施によって知り 

得た情報等を第三者に漏らし、あるいは他の目的に使用してはならない。 

（６）個人情報及び機密情報管理について 

本件業務には、個人情報及び機構内情報（書面、図面、写真、磁気記録媒体そ

の他一切のもので、その複製物を含む。）の取扱いが含まれることから、その情

報管理を徹底することとし、本情報管理の不備により、機構又は第三者が損害を

被る場合には、受注者において責任を負うものとする。 

 

以 上 
































